
も く じ

令
和
6
年
に
改
正
さ
れ
た
食
料
・
農
業
・
農
村
基

本
法
に
基
づ
く
、
初
め
て
の
基
本
計
画
が
４
月
11
日

に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
法
改
正
に
あ
た
り
最
重
要
事

項
と
な
っ
た
食
料
安
全
保
障
の
確
保
と
、
そ
の
観
点

か
ら
の
構
造
転
換
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
が
特

徴
で
あ
る
。
農
業
の
構
造
転
換
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
も
課
題
で
あ
っ
た
が
、
国
際
情
勢
の
不
安
定
化

や
気
候
変
動
に
農
業
生
産
は
す
で
に
大
き
く
影
響
を

受
け
て
お
り
、
一
時
的
な
問
題
で
は
な
い
た
め
、
い

よ
い
よ
抜
本
的
な
対
策
を
、
か
つ
て
な
い
ス
ピ
ー
ド

で
行
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
要
請
は
、

む
し
ろ
自
然
資
源
（
再
エ
ネ
含
む
）
の
豊
富
な
自
治

体
で
は
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
の
チ
ャ
ン
ス
で
も

あ
る
と
考
え
て
き
た
著
者
は
、
基
本
法
改
正
の
プ
ロ

セ
ス
に
お
い
て
、
現
状
と
し
て
化
石
燃
料
や
化
石
燃

料
由
来
資
材
が
な
い
と
成
り
立
た
な
い
日
本
の
農
業

生
産
の「
燃
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
」、す
な
わ
ち
、脱
炭

素
や
化
石
燃
料
依
存
の
脱
却
に
か
ん
す
る
議
論
が
ほ

と
ん
ど
出
て
こ
な
い
こ
と
に
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
。

そ
の
点
今
回
の
基
本
計
画
で
は
、
G
X
が
政
策
の

上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
一
方
で
、
依
然
「
み
ど

り
G
X
」と
農
業
脱
炭
素
の
関
係
は
明
確
で
は
な
い
。

脱
炭
素
に
最
も
有
効
な
対
策
は
「
省
エ
ネ
」
と
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
転
換
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
再
生
可
能
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
転
換
す
る
こ
と
）」
で
あ
り
、
実
は
今
あ

る
技
術
で
十
分
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し

か
し
す
で
に
事
例
の
あ
る
営
農
型
太
陽
光
発
電
な

ど
、
農
業
・
農
村
に
お
け
る
再
エ
ネ
生
産
や
気
候
変

動
適
応
策
と
な
る
技
術
へ
の
取
組
も
不
十
分
で
あ
る
。

ま
た
、
現
場
レ
ベ
ル
で
は
、
地
域
脱
炭
素
に
ど
れ

ほ
ど
寄
与
す
る
か
の
定
量
的
検
討
も
十
分
で
な
い
ま

ま
に
、
バ
イ
オ
炭
等
の
炭
素
貯
留
機
能
や
J

－

ク
レ

ジ
ッ
ト
制
度
へ
の
期
待
が
先
走
り
し
て
い
る
感
が
あ

る
。
地
域
の
脱
炭
素
目
標
の
実
現
に
は
、
地
域
の
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
構
造
の
分
析
の
も
と
に
、
前
述
し

た
よ
う
な
、
効
果
が
大
き
く
今
す
ぐ
に
で
も
導
入
可

能
な
対
策
を
優
先
的
に
検
討
し
、
そ
の
推
進
施
策
と

し
て
の
農
業
へ
の
環
境
支
払
い
や
J

－

ク
レ
ジ
ッ
ト

の
議
論
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

G
X
推
進
の
目
的
と
手
段
の
間
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
が

気
に
な
っ
て
な
ら
な
い
。
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１１
　
は
じ
め
に

　
は
じ
め
に

最
近
、
ク
マ
の
出
没
や
人
身
被
害
の

ニ
ュ
ー
ス
を
目
に
し
た
方
も
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
鳥
獣
の
な
か
で
も
、
と
り

わ
け
ヒ
グ
マ
、ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、イ
ノ
シ
シ（
以

下
「
ク
マ
等
」
と
い
う
。）
は
、
鋭
い
爪
や
牙

を
有
す
る
大
型
獣
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
年
は
、
ド
ン
グ
リ
等
の
食
物
資
源
の
凶

作
や
、
人
口
減
少
・
高
齢
化
等
に
伴
う
里
山

の
利
用
の
縮
小
、
耕
作
放
棄
地
の
拡
大
、
放

任
果
樹
の
増
加
等
に
よ
り
、
ク
マ
等
の
人
の

日
常
生
活
圏
へ
の
出
没
や
人
身
被
害
件
数
が

増
加
し
て
お
り
、
令
和
５
年
度
に
は
、
ク
マ

に
よ
る
人
身
被
害
の
人
数
が
２
１
９
人
と
、

過
去
最
多
と
な
り
ま
し
た
。

法
改
正
前
の
制
度
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ

う
な
現
状
に
十
分
に
対
処
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
今
般
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
鳥

獣
保
護
管
理
法
」
と
い
う
。）
の
一
部
を
改

正
し
、
ク
マ
等
の
銃
猟
に
関
す
る
制
度
を
見

直
す
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
の
制
度
見
直
し
を
内
容
と
す
る
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」は
、

第
２
１
７
回
国
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
、
２

０
２
５
年
４
月
に
成
立
し
ま
し
た
。 

２２
　
法
改
正
前
の
銃
猟
制
度

　
法
改
正
前
の
銃
猟
制
度

改
正
前
の
鳥
獣
保
護
管
理
法
の
制
度
に
お

い
て
は
、
銃
猟
（
銃
器
を
使
用
し
た
鳥
獣
の

捕
獲
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
そ
れ
自
体

の
危
険
性
を
鑑
み
て
、
住
居
が
集
合
し
て
い

る
地
域
等
に
お
け
る
銃
猟
、
建
物
・
乗
物
等

に
向
か
っ
て
す
る
銃
猟
、
夜
間
に
お
け
る
銃

猟
が
原
則
禁
止
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

例
外
的
に
、
現
に
危
険
が
生
じ
て
い
る
場

合
に
は
、
警
察
官
職
務
執
行
法
に
よ
る
命
令

や
、
刑
法
上
の
緊
急
避
難
に
よ
り
、
応
急
的

な
銃
猟
は
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
従
来
は
こ

れ
ら
に
よ
り
対
処
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ

し
こ
れ
は
、
人
が
今
ま
さ
に
襲
わ
れ
て
い
る

と
き
な
ど
、
比
較
的
差
し
迫
っ
た
場
合
の
対

処
に
限
ら
れ
て
お
り
、
予
防
的
に
銃
猟
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

▲ツキノワグマ（上）、イノシシ（下）
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前
述
の
よ
う
な
、
近
年
に
お
け
る
ク
マ
等

の
出
没
件
数
の
増
加
や
、
人
身
被
害
の
事
例

を
み
る
と
、
警
察
官
職
務
執
行
法
や
刑
法
上

の
緊
急
避
難
の
適
用
が
難
し
い
、
膠
着
状
態

に
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
も
、よ
り
予
防
的
・

迅
速
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら

れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
般
、
鳥
獣
保
護
管
理
法
の
一
部

が
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

３３
　
緊
急
銃
猟
制
度
の
新
設

　
緊
急
銃
猟
制
度
の
新
設

⑴
　
緊
急
銃
猟

今
般
の
改
正
に
よ
り
新
設
し
た
緊
急
銃
猟

制
度
と
は
、
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
現
行
制
度
で
禁
止
さ
れ
る
人
の
日
常

生
活
圏
等
に
お
い
て
も
、
ク
マ
等
の
銃
猟
を

可
能
と
す
る
も
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
市
町
村
長
は
、

① 　

危
険
鳥
獣
（
ク
マ
等
）
が
人
の
日
常
生

活
圏
（
住
居
、
広
場
、
乗
物
等
）
に
侵
入

（
侵
入
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
を
含

む
）
し
、

② 　

危
険
鳥
獣
に
よ
る
人
の
生
命
・
身
体
へ

の
危
害
を
防
止
す
る
措
置
が
緊
急
に
必
要

で
、

③ 　

銃
猟
以
外
の
方
法
で
は
的
確
か
つ
迅
速

に
危
険
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
り
、

④ 　

避
難
等
に
よ
っ
て
地
域
住
民
等
に
弾
丸

が
到
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、

 

危
険
鳥
獣
の
銃
猟
を
捕
獲
者
（
政
令
で
定

め
る
技
能
要
件
を
満
た
す
者
に
限
る
）
に

委
託
し
て
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
安
全
の
確
保
を
前
提
と
し

て
、住
居
等
で
の
銃
猟
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

⑵
　
緊
急
銃
猟
等
の
た
め
の
土
地
の
立
入
り
等

緊
急
銃
猟
の
実
施
の
際
に
は
、
例
え
ば
、

・　

 

私
有
地
に
侵
入
し
た
危
険
鳥
獣
に
向

か
っ
て
発
砲
す
る
た
め
の
土
地
の
立
入

り

・　

矢
先
に
存
在
す
る
障
害
物
の
除
去

・　

 

死
亡
し
た
危
険
鳥
獣
を
回
収
す
る
た
め

の
土
地
へ
の
立
入
り

等
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
が
想
定
さ
れ
ま

す
。こ

の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
市
町
村
長
は
、
そ
の
職
員
や
委
託

者
に
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
、
又
は
障

害
物
を
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
て
い
ま
す
。

⑶
　
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

緊
急
銃
猟
は
、
安
全
の
確
保
を
前
提
と
し

て
い
る
た
め
、
今
般
の
改
正
内
容
に
は
、
安

全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
の
規

定
も
含
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
規
定
内
容
と
し
て
は
、市
町
村
長
は
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、

▲今般の鳥獣保護管理法の改正概要

人の日常生活圏にクマ等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とする。

○市町村長は、
■ 主な改正内容

クマ等が人の日常生活圏に侵入する事態に対し、安全かつ迅速に対応することを可能に

・緊急銃猟の実施に伴う損失（物損）については、市町村長が補償※5。

①危険鳥獣（クマ等）が人の日常生活圏（住居、広場、乗物等）に侵入※3し、
②危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止する措置が緊急に必要で、
③銃猟以外の方法では的確かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、
④避難等によって地域住民等に弾丸が到達するおそれがない場合には、

※3 侵入するおそれが大きいことを含む。
※4 政令で定める技能要件を満たす者に限る。

※２ 住居が集合している地域又は広場、駅、
 その他の多数の者の集合する場所。

※１ 件数の把握がある平成18年度以降最多（198件219人）

危険鳥獣の銃猟を捕獲者※4に委託して実施させることができる(緊急銃猟）(第38条の適用除外)。

・市町村長は、都道府県知事に応援を要請することができる。

＜施行期日＞公布の日から起算して６月を超えない範囲で政令で定める日

・地域住民の安全確保のため、必要に応じ、市町村長は通行制限、避難指示を実施。

クマ等（ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ）の人の日常生活
圏への出没が増加。 とりわけ令和５年度にはクマによる人
身被害の人数が過去最多※１

現行の鳥獣保護管理法は、住居集合地域等※２

における銃猟、建物・乗物・飼養動物に向かってす
る銃猟、夜間の銃猟を禁止（第38条）。

現に危険が生じている場合は、警察官職務執行法
による命令や刑法の緊急避難により、応急的に銃
猟を実施しているが、膠着状態にある場合において
、より予防的・迅速な対応を可能とする必要。

クマ等の銃猟に関する制度の見直し

■ 背景

○緊急銃猟の実施にあたり、下記の関連規定を整備。

※5 保険により対応することを想定

※上記法案による制度整備に加え、国は財政支援（交付金）や技術的支援（ガイドライン策定）等を実施
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① 　

危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

の
通
行
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と

② 　

危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
域

の
住
民
に
対
し 

、
避
難
す
べ
き
旨
を
指

示
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

緊
急
銃
猟
の
実
施
に
伴
う
人
の
生
命
又
は

身
体
に
対
す
る
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の

場
所
の
具
体
例
と
し
て
は
、

・　

 

人
へ
の
弾
丸
の
到
達
の
お
そ
れ
が
あ
る

場
所

・　

 

弾
丸
が
引
火
物
や
爆
発
物
に
到
達
し
、

火
災
や
爆
発
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て

人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
が
及
ぶ
お

そ
れ
の
あ
る
場
所

・　

 

弾
丸
が
着
弾
し
た
危
険
鳥
獣
が
興
奮

し
、
暴
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
の
生
命

又
は
身
体
に
危
害
が
及
ぶ
お
そ
れ
の
あ

る
場
所

等
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
通
行
制
限
や
避
難
指
示
の
具
体
例

と
し
て
は
、

・　

 

一
定
の
人
や
車
両
（
例
え
ば
緊
急
自
動

車
等
）
を
除
い
て
通
行
を
認
め
な
い
こ

と

・　

 

銃
器
の
使
用
に
よ
っ
て
人
の
生
命
又
は

身
体
に
及
び
得
る
危
害
を
防
止
す
る
た

め
に
、
一
時
的
に
現
在
の
場
所
か
ら
移

動
す
る
こ
と

等
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
市
町
村
と
警
察

と
が
協
力
・
連
携
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
ま
す
。

 ⑷
　
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
応
援
の
要
求
等

緊
急
銃
猟
は
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て

担
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
市
町
村
の
職
員
数
や
ノ

ウ
ハ
ウ
に
は
限
り
が
あ
り
、
緊
急
銃
猟
の
実

施
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
職
員
の

み
で
は
十
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
可
能

性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
人
員
の
応
援

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
規
定

を
設
け
て
い
ま
す
。

都
道
府
県
か
ら
の
応
援
の
行
為
と
し
て

は
、
例
え
ば
、

・　

指
揮
命
令
へ
の
技
術
的
助
言

・　
 
安
全
確
保
措
置
を
講
ず
る
市
町
村
職
員

が
移
動
す
る
た
め
の
車
両
の
運
転

・　

 

夜
間
に
対
応
す
る
場
合
に
お
け
る
危
険

鳥
獣
へ
の
照
明
の
照
射

・　

通
行
禁
止
措
置
の
実
施

等
の
補
助
的
な
行
為
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

⑸
　
損
失
の
補
償

緊
急
銃
猟
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
例
え

ば
建
物
内
に
逃
げ
込
ん
だ
ク
マ
等
を
捕
獲
す

る
た
め
に
発
砲
し
た
銃
弾
が
、
ク
マ
等
に
当

た
ら
ず
に
、後
方
の
内
壁
を
損
傷
す
る
な
ど
、

損
失
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
損
失
は
補
償
さ

れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
市
町
村
長
の
委

託
を
受
け
て
緊
急
銃
猟
を
実
行
す
る
者
が
損

失
の
補
償
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
た

め
、
そ
の
実
施
の
責
任
者
た
る
市
町
村
長
が

損
失
を
補
償
す
る
規
定
を
設
け
て
い
ま
す
。

損
失
補
償
が
行
わ
れ
る
流
れ
は
、
①
緊
急

銃
猟
等
に
よ
る
損
失
の
発
生
、
②
被
害
を
受

け
た
者
か
ら
市
町
村
長
へ
の
損
失
の
補
償
の

請
求
、
③
市
町
村
長
に
よ
る
補
償
す
べ
き
金

額
の
通
知
、
と
な
り
ま
す
。

今
回
の
改
正
条
文
上
は
、「
通
常
生
ず
べ

き
損
失
の
補
償
を
す
る
」
こ
と
を
規
定
し
て

い
ま
す
が
、
こ
の
「
通
常
生
ず
べ
き
損
失
」

と
は
、
建
物
・
乗
物
等
が
損
壊
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
物
件
の
運
用
に
よ
り
得

ら
れ
た
利
益
を
指
す
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。 

建物の内壁

損失の例

建物内に逃げ込んだクマ等を捕獲するために発砲した
銃弾が、当該鳥獣に当たらずに、後方の内壁を損傷
した場合

銃弾による損傷

危険鳥獣
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ま
た
、
補
償
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
を
活

用
い
た
だ
く
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
の

保
険
料
に
つ
い
て
は
、環
境
省
の
交
付
金（
指

定
管
理
鳥
獣
対
策
事
業
交
付
金
）
に
よ
り
財

政
支
援
を
行
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

⑹
　
施
行
時
期

緊
急
銃
猟
制
度
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
大

量
出
没
が
発
生
す
る
秋
ま
で
に
、
市
町
村
長

に
よ
る
緊
急
銃
猟
の
実
施
体
制
が
整
う
よ

う
、
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

４４
　　��

基
本
指
針
、
鳥
獣
保
護
管
理
事

基
本
指
針
、
鳥
獣
保
護
管
理
事

業
計
画
の
記
載
内
容
の
改
正

業
計
画
の
記
載
内
容
の
改
正

緊
急
銃
猟
制
度
に
よ
り
、
人
の
日
常
生
活

圏
に
出
没
し
た
ク
マ
等
に
つ
い
て
、
銃
猟
を

行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
に

よ
る
対
処
の
み
に
安
易
に
頼
る
こ
と
は
必
ず

し
も
適
切
で
は
な
く
、
長
期
的
な
視
点
に

立
っ
た
計
画
的
な
管
理
施
策
を
平
時
か
ら
講

ず
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。こ

の
た
め
、
国
が
基
本
指
針
（
鳥
獣
保
護

管
理
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指

針
）
に
お
い
て
定
め
る
事
項
と
し
て
、「
危

険
鳥
獣
の
管
理
に
関
す
る
事
項
」
を
加
え
、

ま
た
、
都
道
府
県
が
鳥
獣
保
護
管
理
事
業
計

画
（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
鳥
獣
保
護
管
理

事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
）
に
お
い
て
定

め
る
事
項
と
し
て
、
そ
の
事
情
に
応
じ
て
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、「
危
険
鳥
獣

の
人
の
日
常
生
活
圏
へ
の
侵
入
の
防
止
に
関

す
る
事
項
」
を
加
え
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
国
及
び
都
道
府
県
が
、
危

険
鳥
獣
の
人
の
日
常
生
活
圏
へ
の
侵
入
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
鳥
獣
保
護
管
理
施
策

の
考
え
方
を
示
す
こ
と
と
な
り
、
以
下
の
イ

メ
ー
ジ
の
と
お
り
、
危
険
鳥
獣
に
対
す
る
一

体
的
な
管
理
施
策
が
と
ら
れ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

な
お
、
基
本
指
針
等
に
つ
い
て
は
、
５
年

ご
と
に
審
議
会
を
開
催
し
て
改
定
を
行
う
こ

と
と
し
て
お
り
、
直
近
の
次
回
改
定
時
に
今

般
の
追
加
記
載
事
項
も
盛
り
込
ん
で
改
定
す

る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

５５
　
お
わ
り
に

　
お
わ
り
に

本
改
正
に
よ
る
緊
急
銃
猟
の
実
施
に
つ
い

て
は
、
鳥
獣
被
害
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し

得
る
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
を
主
体

と
し
て
い
ま
す
。

現
在
す
で
に
ク
マ
等
の
出
没
に
よ
り
人
の

生
命
身
体
に
危
害
が
生
じ
る
事
例
が
発
生
し

て
い
る
な
か
、
本
制
度
の
適
用
条
件
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
本
制
度
の
活
用
に
つ
い
て

も
選
択
肢
と
し
て
ご
検
討
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

環
境
省
と
し
て
は
今
後
、
緊
急
銃
猟
の
実

施
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
や
説

明
会
の
開
催
な
ど
、
本
制
度
の
周
知
や
支
援

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
環

▲緊急銃猟の実施イメージ
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境
省
か
ら
の
情
報
発
信
に
ご
留
意
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
施
行
業
務
に
ご
協
力
い
た
だ
け

ま
す
と
幸
い
で
す
。

ま
た
、
本
制
度
に
つ
い
て
ご
不
明
点
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
後
述
の
お
問
い
合
せ
先
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
参
考
情
報
）

※ 

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
の
閣
議
決
定
に
つ
い
て
」（
環

境
省
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
）https://w

w
w

.

en
v.g

o
.jp

/p
ress/p

ress_04458.

htm
l

※ 
「
ク
マ
類
の
出
没
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル　

-
改
定
版-

」（
環
境
省
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
）

https://w
w

w
.env.go.jp/nature/

choju/docs/docs5-4a/

　
【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

環
境
省
自
然
環
境
局
野
生
生
物
課

　

鳥
獣
保
護
管
理
室

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
０
３
‐
５
５
２
１
‐
８
２
８
５
（
直
通
）

「
未
来
は
、
い
つ
だ
っ
て
、
現
場

か
ら
生
ま
れ
る
。

現
場
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
と
こ
と
ん

応
援
し
た
い
。

農
林
水
産
業
の
新
し
い
可
能
性
を

見
つ
け
、
そ
れ
を
日
本
中
へ
広
げ
る

お
手
伝
い
を
し
た
い
。」

こ
う
し
た
願
い
を
胸
に
、
農
林
水

産
業
み
ら
い
基
金
は
、
２
０
１
４
年

に
設
立
さ
れ
、
今
年
で
12
年
目
を
迎

え
ま
し
た
。

農
林
水
産
業
と
食
と
地
域
の
く
ら

し
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的

に
、

⑴　

 

農
林
水
産
業
の
持
続
的
発
展
を

支
え
る
担
い
手
へ
の
支
援

⑵　

 

農
林
水
産
業
の
収
益
力
強
化
に

向
け
た
取
組
へ
の
支
援

⑶　

 

農
林
水
産
業
を
軸
と
し
た
地
域

活
性
化
に
向
け
た
取
組
み
へ
の

支
援

に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、「
創
意
工
夫
に
あ

ふ
れ
た
取
組
で
、
直
面
す
る
課
題
の

克
服
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
地
域

の
農
林
水
産
業
者
へ
の
あ
と
一
歩
の

後
押
し
」
を
行
う
た
め
の
助
成
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

助
成
対
象
事
業
に
対
し
て
は
、
最

長
３
年
間
に
支
出
す
る
事
業
経
費
の

う
ち
最
大
９
割
を
助
成
す
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

助
成
事
業
の
募
集
は
、
年
１
回

行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
11
年
間
で

累
計
75
件
の
助
成
決
定
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

２
０
２
５
年
度
に
つ
い
て
も
、
５

月
12
日
（
月
）
か
ら
助
成
事
業
の
募

集
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
申
請
期

間
は
６
月
30
日
（
月
）
ま
で
で
す
。

申
請
方
法
は
農
林
水
産
業
み
ら
い
基

金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
類

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
上
で
、
同

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
設
置
し
て
い
る
助

成
申
請
受
付
シ
ス
テ
ム
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
と
な
り
ま
す
。

募
集
締
切
後
は
、
５
ヵ
月
程
度
の

審
査
期
間
を
経
て
、
12
月
上
中
旬
に

助
成
対
象
事
業
を
決
定
す
る
予
定
で

す
。詳

細
は
、
当
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
て
、「
募
集
要
項
」
な
ど
に
よ

り
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
11
年
間
で
選
ば
れ
た
75

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
づ
く
、
今
後

に
向
け
て
の
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
よ

う
な
事
業
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

◆
一
般
社
団
法
人 

農
林
水
産
業
み
ら
い
基
金

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w

w
.m

iraikikin.org

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

農
林
水
産
業
み
ら
い
基
金　

事
務
局

電
話　

０
３-

５
３
６
２-

３
８
８
９

E-M
ail  m

irai@
m

iraikikin.org

【農林水産業みらい基金　2025年度助成事業　募集スタート】【農林水産業みらい基金　2025年度助成事業　募集スタート】
～ 5月12日（月）から助成事業の募集を開始、申請期間は６月30日（月）まで～

　

休
刊
の
お
知
ら
せ

　
6
月
9
日
付
の
町
村
週
報
に
つ
き
ま

し
て
は
、休
刊
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
３
３
２
２
号
は
6
月
16
日
付
の
発

行
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
の
程
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

山野等での計画的な
危険鳥獣の捕獲
（個体数調整）

平時の危険鳥獣の
侵入防止措置

人の日常生活圏
での緊急銃猟

人の日常生活圏
における
安心・安全クマ、イノシシ

危険鳥獣の管理施策の考え方イメージ

例︓侵入防止柵
の設置

例︓誘因物の
管理・除去
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１１
　
は
じ
め
に

　
は
じ
め
に

「
地
方
こ
そ
成
長
の
主
役
」
と
の
発
想

に
基
づ
き
、
地
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に

応
じ
た
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
日
本
経
済
成
長
の
起
爆
剤
と
し
て
の

大
規
模
な
地
方
創
生
を
講
ず
る
た
め
、
令

和
６
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、「
新
し

い
地
方
経
済
・
生
活
環
境
創
生
交
付
金

（
第
２
世
代
交
付
金
）」（
以
下
：
新
地
方

創
生
交
付
金
）
を
創
設
し
ま
し
た
。
新
地

方
創
生
交
付
金
は
、
地
方
自
治
体
の
自
主

性
と
創
意
工
夫
に
基
づ
く
、
地
域
の
多
様

な
主
体
の
参
画
を
通
じ
た
地
方
創
生
に
資

す
る
地
域
の
独
自
の
取
組
を
、
計
画
か
ら

実
施
ま
で
強
力
に
後
押
し
す
る
も
の
で

す
。
具
体
的
に
は
、
地
域
資
源
を
最
大
活

用
し
た
農
林
水
産
業
・
観
光
産
業
等
の
高

付
加
価
値
化
や
、買
物
、医
療
、交
通
等
、

日
常
生
活
に
不
可
欠
な
サ
ー
ビ
ス
の
維
持

向
上
の
取
組
等
を
支
援
し
ま
す
。
予
算
額

に
つ
い
て
は
、
当
初
予
算
と
補
正
予
算
を

合
わ
せ
、
全
体
と
し
て
３
、
０
０
０
億
円

を
措
置
し
て
い
ま
す
（
図
１
参
照
）。

本
稿
で
は
、
地
方
の
声
を
聴
き
、
大
幅

に
刷
新
さ
れ
た
新
地
方
創
生
交
付
金
の
制

度
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
す
る
と
と
も

に
、
従
来
の
地
方
創
生
交
付
金
か
ら
の
改

善
点
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

２２
　　��

新
地
方
創
生
交
付
金
の

新
地
方
創
生
交
付
金
の�

�
�

�

制
度
概
要

制
度
概
要

新
地
方
創
生
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
交
付
金
の
運
用
の
中
で
各
自
治

体
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
も
踏
ま
え
、
従

来
の
地
方
創
生
交
付
金
か
ら
主
に
３
つ
の

改
善
を
行
い
、
新
た
な
制
度
と
し
て
い

ま
す
。

新
し
い
地
方
経
済
・
生
活
環
境
創
生
交
付
金

新
し
い
地
方
経
済
・
生
活
環
境
創
生
交
付
金

（
第
（
第
２２
世
代
交
付
金
）
に
つ
い
て

世
代
交
付
金
）
に
つ
い
て

内
閣
官
房
新
し
い
地
方
経
済
・
生
活
環
境
創
生
本
部
事
務
局

内
閣
官
房
新
し
い
地
方
経
済
・
生
活
環
境
創
生
本
部
事
務
局

30 50 70 

584 599 609 603 572 552 532 

416 401 391 397 398 398 398 
1,000 1,000 

2,000 

0

500

1000

1500

2000

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7

デジタル田園都市国家構想交付金

地方創生整備推進交付金

地方創生推進交付金 地方創生拠点整備交付金

（億円）

870 
600 570 570 495 460 

800 735

30 

30 30 
5 

100 200 1,000

0

500

1,000

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

デジ田推進
交付金

1,735億

地方創生交付金の予算額推移

補正予算の推移

1,900億 1,600億 1,660億1,600億1,600億1,600億当初＋補正 1,800億

当初予算の推移

（億円）

 R6補正予算において、「新しい地方経済・生活環境創生交付金（新地方創生交付金）」を創設。
 R7当初：2,000億円／R6補正：1,000億円（R6当初：1,000億円／R5補正：735億円）。

3,000億

地方創生拠点整備交付金

地方創生整備推進交付金

地方創生
テレワーク
交付金

新しい地方経済・生活環境創生交付金

新しい地方経済・生活環境創生交付金

（参考）R6補正の内訳
・第２世代交付金
・デジタル実装型
・地域産業構造転換インフラ整備推進型
・地域防災緊急整備型

・第２世代交付金

▲図１
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１
つ
目
の
改
善
は
使
い
勝
手
に
つ
い
て

で
す
。
こ
れ
ま
で
は
ソ
フ
ト
事
業
、
拠
点

整
備
事
業
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
事
業
が
別
々

に
申
請
さ
れ
、実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

新
地
方
創
生
交
付
金
で
は
ソ
フ
ト
・
ハ
ー

ド
の
制
度
区
分
を
廃
し
、
両
者
を
組
み
合

わ
せ
た
事
業
を
一
本
の
申
請
で
受
け
付

け
、
交
付
決
定
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
ソ
フ
ト
事
業
や
拠
点
整
備

事
業
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
要
件
に
、

関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を

支
援
可
能
に
し
、
複
数
要
素
を
組
み
合
わ

せ
た
、
よ
り
効
果
の
高
い
事
業
を
促
進
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

こ
れ
ま
で
は
道
（
市
町
村
道
、
林
道
、
広

域
農
道
）、汚
水
処
理
施
設（
公
共
下
水
道
、

集
落
排
水
、浄
化
槽
）、港
（
港
湾
、漁
港
）

の
３
つ
の
施
策
に
関
連
す
る
事
業
の
み
を

対
象
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
地
方
創
生

交
付
金
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
事
業
は

図
２
に
記
載
し
て
い
る
公
共
事
業
全
般
を

対
象
と
し
、
自
治
体
が
地
方
創
生
の
取
組

を
行
う
際
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
選
択
肢
を

拡
大
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
従
来
の
交
付

金
で
は
、「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
へ
の

寄
与
」
を
必
須
の
要
素
に
し
て
い
ま
し
た

が
、
新
地
方
創
生
交
付
金
で
は
こ
う
し
た

デ
ジ
タ
ル
活
用
の
義
務
は
設
け
て
い
ま

せ
ん
。

２
つ
目
は
事
業
規
模
に
つ
い
て
の
改
善

で
す
。
新
地
方
創
生
交
付
金
の
当
初
予
算

額
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
1
、
０
０
０
億

円
か
ら
2
、
０
０
０
億
円
に
倍
増
し
ま
し

た
。
交
付
上
限
額
に
つ
い
て
も
、
１
事
業

当
た
り
の
交
付
限
度
額
を
引
き
上
げ
、
よ

り
規
模
の
大
き
い
事
業
の
実
施
を
可
能
に

し
て
い
ま
す
（
図
３
参
照
）。
例
え
ば
、

市
区
町
村
の
場
合
、
年
間
の
申
請
上
限
件

数
は
10
件
、申
請
上
限
額
は
ソ
フ
ト
事
業
・

拠
点
整
備
事
業
そ
れ
ぞ
れ
10
億
円
と
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
補
正
予
算

の
拠
点
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
単
年
度

の
事
業
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今

般
、
地
方
か
ら
の
強
い
ニ
ー
ズ
も
踏
ま
え
、

補
正
予
算
の
事
業
で
も
複
数
年
度
の
事
業

を
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。

３
つ
目
の
改
善
と
し
て
、
相
談
や
審
査

体
制
を
刷
新
し
ま
し
た
。
地
方
創
生
に
お

い
て
は
、
地
域
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が

ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
、
つ
く
り
上
げ
た

（１）インフラ整備事業にかかる事業の組み合わせ
インフラ整備事業を実施する場合、以下の組み合わせを条件とする。

①治水事業（社総交※１及び防安交※２の河川事業、その他総合的な
治水事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊
対策事業を含む）

②治山事業
③海岸事業（社総交及び防安交の海岸事業、その他総合的な治水事業を含む）
④道路整備事業（社総交及び防安交の道路事業を含む）
⑤港湾整備事業（社総交及び防安交の港湾事業を含む）
⑥空港整備事業
⑦都市・幹線鉄道整備事業（社総交の地域公共交通再構築事業を含む）
⑧住宅対策事業（社総交及び防安交の地域住宅計画に基づく事業、

住環境整備事業を含む）
⑨都市環境整備事業（社総交及び防安交の都市再生整備計画事業、広域

活性化事業、都市公園・緑地等事業、市街地整備事業、
都市水環境整備事業、その他総合的な治水事業を含む）

（２）対象となるインフラ整備事業
従来の地方創生整備推進交付金の対象に限らず、幅広いインフラ整備を対象とする。

① 下記の事業分野を跨がる複数事業を対象とし、インフラ整備事業（2事業以上）＋ 拠点整備事業 or（andも可）ソフト事業

⑩下水道事業（社総交及び防安交の下水道事業、都市水環境整備事業を含む）
⑪水道施設整備事業（社総交及び防安交の水道事業を含む）
⑫廃棄物処理施設整備事業
⑬工業用水道事業
⑭国営公園等事業（都市公園事業）
（社総交、防安交の都市公園・緑地等事業を含む）
⑮自然公園等事業
⑯農業農村整備事業
⑰森林整備事業
⑱水産基盤整備事業
⑲農山漁村地域整備交付金
⑳推進費等（社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助）

組み合わせ インフラ整備事業 拠点整備事業 ソフト事業

例 農業農村整備・水産基盤整備 農林水産加工施設 農水産物の高付加価値化・輸出促進

組み合わせ インフラ整備事業 拠点整備事業 ソフト事業

例 都市環境整備整備 道の駅の物産等施設 特産品等の開発・販路拡大

※１ 社会資本整備総合交付金の略
※２ 防災・安全交付金の略
（注）上記の社総交及び防安交と一体的に実施する関連社会資本整備事業、

効果促進事業、社会資本整備円滑化地籍整備事業を含む。

第２世代交付金（インフラ整備事業）の対象

（注）複数事業については、複数省庁の事業に跨らなくても可。拠点整備事業とソフト事業はどちらかで可。

② インフラ整備事業（1事業）＋ 拠点整備事業 ＋ ソフト事業
※ただし、ソフト事業で全事業費の２割を超える場合はソフト事業との組み合わせのみで可とし拠点整備事業は不要とする。

▲図2　
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事
業
に
つ
い
て
、
国
が
後
押
し
す
る
と
い

う
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
地
方
の
創
意
工

夫
を
活
か
し
つ
つ
、
国
と
地
方
が
議
論
を

重
ね
て
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が

重
要
で
す
。
こ
う
し
た
考
え
を
踏
ま
え
、

こ
れ
ま
で
は
東
京
の
有
識
者
が
事
業
採
択

の
審
査
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
新
地
方

創
生
交
付
金
で
は
交
付
金
事
業
の
検
討
・

実
施
・
検
証
の
各
段
階
に
お
い
て
、
産
官

学
金
労
言
な
ど
地
域
の
多
様
な
主
体
が
参

画
す
る
仕
組
み
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
新
た
な
制
度
で
は
、
P
D
C
A
サ
イ

ク
ル
を
よ
り
実
効
的
な
も
の
と
す
る
た

め
、
事
業
の
効
果
検
証
及
び
評
価
結
果
・

改
善
方
策
の
公
表
を
行
う
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
国
の
相
談
窓
口
は
年
間
を

通
じ
て
常
時
対
応
し
、
交
付
金
の
未
活

用
・
低
活
用
自
治
体
も
十
分
に
活
用
で
き

る
よ
う
、
サ
ポ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

３３
　
お
わ
り
に

　
お
わ
り
に

地
方
創
生
2
・
0
の
実
現
に
向
け
、
刷

新
さ
れ
た
新
地
方
創
生
交
付
金
に
よ
り
、

地
域
独
自
の
取
組
を
効
果
的
に
後
押
し

し
、
好
事
例
の
普
遍
化
を
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
令
和
７
年
度
の
第

１
回
募
集
で
は
1
、
5
３
9
自
治
体
で
、

約
2
、
１
8
5
億
円
の
事
業
を
採
択
し
て

お
り
、
全
国
津
々
浦
々
で
、
地
域
の
課
題

解
決
や
魅
力
向
上
に
向
け
た
意
欲
的
な
取

組
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
現
在
開
始
し
て

い
る
第
２
回
募
集
に
つ
い
て
は
、
６
月
中

下
旬
頃
に
募
集
を
締
め
切
り
、
夏
頃
の
交

付
決
定
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
新
地
方
創

生
交
付
金
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
１
年
を

通
し
て
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
地
域
に
お
い
て
解
決
し
た
い
課
題
や

活
用
に
あ
た
っ
て
の
ご
不
明
点
な
ど
が
あ

れ
ば
、
ま
ず
は
ご
相
談
い
た
だ
け
ま
す
と

幸
い
で
す
。

第２世代交付金の概要

 地方がそれぞれの特性に応じた発展を遂げることができるよう、日本経済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、
地方公共団体の自主性と創意工夫に基づく、地域の多様な主体の参画を通じた地方創生に資する地域の独自の取組を、計画
から実施まで強力に後押しする。

◆制度概要
事業計画期間 交付上限額・補助率

ソフト事業 原則３か年度以内
（最長５か年度）

１自治体当たり国費
都道府県：15億円/年度
中枢中核：15億円/年度
市区町村：10億円/年度

補助率：1/2

拠点整備事業 原則３か年度以内
（最長５か年度）

１自治体当たり国費
都道府県：15億円/年度
中枢中核：15億円/年度
市区町村：10億円/年度

補助率：1/2

インフラ
整備事業

原則５か年度以内
（最長７か年度）

１自治体当たり事業計画期間中
の総国費

都道府県：50億円
（単年度目安10億円）

中枢中核：20億円
（単年度目安4億円）

市区町村：10億円
（単年度目安2億円）

補助率：1/2等
（各省庁の交付要綱に従う）

（注1）拠点整備事業及びインフラ整備事業における単年度の交付上限額は目安とする。

（注2）拠点整備事業の１事業当たりの事業計画期間における交付上限額（国費）につい
て、都道府県・中枢中核都市は15億円、市区町村は10億円を目安とする。

（注3）新規事業の通常の申請上限件数は、自治体の規模を問わず、10件とする。一定の条
件を満たす事業については、通常の申請上限件数の枠外として、２件の申請を可能とする。
（注4）インフラ整備事業は、ソフト事業又は拠点整備事業との組み合わせを要件とする。

① 地方公共団体の自主性と創意工夫に基づいた、地方創
生に資する地域の独自の取組を支援
※地方版総合戦略に基づき、目指す将来像及び課題の設定等、KPI設
定の適切性に加え、自立性、地域の多様な主体の参画等の要素を有
する事業を支援。

② ソフト＋ハードや分野間連携の事業を一体的に支援する
とともに、国による伴走支援を強化
• 申請の効率化を図る観点から、ハード・ソフトが一体となった事業も含
め、一本の申請で受付。

③ 事業の検討・実施・検証の各段階において、地域の多様
な主体が参画する仕組みの構築
• 産官学金労言の参画による事業の進捗状況・効果測定を実施し、効
果検証及び評価結果・改善方策の公表を義務化する。

◆評価基準

目指す将来像及び課題の設定 KPI設定の適切性

自立性 地域の多様な主体の参画

▲図３
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（第2世代交付金）

新地方創生交付金

使い勝手よし１

２

３

事業規模よし

相談・審査体制よし

・上限額を倍増

まずは相談をしてみましょう！

ソフト事業・

拠点整備事業それぞれ

上限:10件、10億円/年度

※市区町村の場合

・ソフト・拠点・インフラを組み合わせ
て一本で申請可能

・デジタル活用の義務はありません

・補正予算事業でも
複数年度事業が可能に

・東京の有識者ではなく、地域の多様な
関係者が参画

・国の相談窓口は年間を通じて常時対応

当初予算は

2,000億円に倍増

【お問い合わせ先】

内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局

電話：03-6257-1416 Eメール：chiiki.sosei-senko@cao.go.jp

地方創生交付金を大幅刷新！
地方（地方六団体）の声を聴き、地方がそれぞれの特性に応じた発展を

遂げることができるよう、地方にとって自由度の高い仕組みに！
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会場：全国町村会館　２Fホール  　定員：200名（先着）
　東京メトロ永田町駅 ･ ３番出口／東京都千代田区永田町1-11-35
　●参加費：２千円　●意見交換会会費（希望者）：4千円 （当日現金にて）

長崎県東彼杵町

プログラム
司会 ： 図司直也氏（法政大学）

中山間地域フォーラム設立19周年
全国町村会 都市･農山漁村共創社会創造

シンポジウム

NPO法人
中山間地域フォーラム　

主催

全国町村会館

2025年6月29日（日）　13：00～17：30（開場12：20） 

多様な関わりによる新しい農村づくり
～ 実 践 か ら 探 る  都 市 農 村 共 創 社 会 ～

●開会挨拶
13:00
生源寺眞一氏（中山間地域フォーラム会長）

●解題
13:10～13:30
小田切徳美氏（中山間地域フォーラム副会長）

●報告１：農村RMOの役割
13:30～14:05
鈴木辰吉氏（しきしまの家運営協議会事務局長）
　　私の見方　榊田みどり氏（農業ジャーナリスト）

●報告２：自治体の役割
14:05～14:40
上田昌子氏（飛騨市役所総合政策課）
　　私の見方　平井太郎氏（弘前大学）
　　　　　　14:40～14:50　休憩
●報告３：中間支援組織の役割
14:50～15:25
中川玄洋氏（NPO法人bankup 代表）
　   私の見方　筒井一伸氏（鳥取大学）

●各界からのコメント
15:25～15:40　企業の地域対応の視点から　
上入佐慶太氏（日本航空㈱　能登復興事業　統括）
15:40～15:55
ふるさと住民登録制度提案者の視点から　
高橋博之氏（㈱雨風太陽代表取締役社長）
15:55～16:10
新しい農村政策の視点から　
朝日健介氏（農林水産省農村活性化推進室長）
　　　　　　　16:10～16:20　休憩
●パネルディスカッション
　実践から　探る「都市農村共創社会」への接近
16:20～17:30
　パネリスト
　　　鈴木辰吉氏　　　上田昌子氏
　　　中川玄洋氏　　　朝日健介氏
　モデレーター
　　　小田切徳美氏
●閉会挨拶
17:30
石井勇人氏（中山間地域フォーラム運営委員）

⃝メール件名：　６/29シンポ申し込み
⃝メール本文：
　①お名前：
　②ご所属：
　③勤務先またはお住いの都道府県名：
　④連絡先メールアドレス：
　⑤意見交換会の参加：する  ・  しない

17:50 ～意見交換会：立食・会費制

【お問い合わせ先】 全国町村会　経済農林部
MAIL ： keinou@zck.or.jp   TEL ： 03(3581)0485
〒100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-35

締切
6/20（金）

◆お申込み・お問い合わせ◆
以下の要領でメールでお申込みください

送信先：keinou@zck.or.jp

第3321号11　2025年（令和 7年） 6月 2日

情　報

町 村 週 報 （第三種郵便物認可）

p11 3321 情報_中山間地域フォーラム.indd   11p11 3321 情報_中山間地域フォーラム.indd   11 2025/06/02   13:39:552025/06/02   13:39:55



１
９
５
９
年
（
昭
和
34
年
）
９
月
14
日

に
山
梨
県
に
襲
来
し
、
明
治
40
年
以
来
の

大
水
害
と
な
っ
た
台
風
７
号
。
こ
の
傷

跡
や
恐
怖
が
さ
め
な
い
最
中
の
９
月
26

日
、
全
国
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
台
風
15
号
、い
わ
ゆ
る
「
伊
勢
湾
台
風
」

が
襲
来
し
た
。
全
国
で
の
死
者
・
行
方
不

明
者
の
数
は
５
、
０
０
０
人
を
超
え
、
明

治
以
降
の
日
本
に
お
け
る
台
風
の
災
害
史

上
最
悪
の
惨
事
と
な
っ
た
。
そ
の
大
災
害

の
２
ヵ
月
前
の
７
月
、
山
間
地
の
小
さ
な

農
家
で
産
婆
さ
ん
の
手
に
よ
り
元
気
な
産

声
が
響
き
渡
っ
た
。
４
人
兄
姉
の
末
弟
、

私
の
誕
生
で
あ
る
。
私
の
生
家
は
先
祖

代
々
続
く
農
家
で
、
高
祖
父
、
曾
祖
父
の

代
ま
で
は
か
な
り
の
篤
農
家
だ
っ
た
と
聞

く
。
菩
提
寺
の
「
曹
洞
宗
慈
観
寺
」
へ
の

貢
献
か
ら
「
永
代
院
号
」
を
授
か
り
、
敷

地
内
に
は
立
派
な
２
連
の
土
蔵
が
構
え
ら

れ
て
い
て
、
頑
丈
な
造
り
か
ら
台
風
等
の

際
に
は
、
近
所
の
皆
さ
ん
も
避
難
所
と
し

て
利
用
し
て
い
た
。
生
後
２
ヵ
月
の
私
も

母
か
祖
母
？
に
抱
え
ら
れ
避
難
し
た
と
物

心
が
つ
い
た
こ
ろ
に
教
え
ら
れ
た
。
そ
ん

な
大
災
害
の
年
に
生
を
受
け
た
こ
と
、
ま

た
そ
の
こ
ろ
の
望
月
家
は
貧
困
で
祖
母
、

母
の
日
々
の
苦
労
を
目
の
当
た
り
に
し
て

き
た
こ
と
か
ら
、
幼
少
期
か
ら
世
の
中
の

た
め
に
な
れ
る
よ
う
な
大
人
に
な
る
、
そ

し
て
当
時
の
隆
盛
な
望
月
家
ま
で
は
い
か

な
い
ま
で
も
、
必
ず
御
家
再
興
を
果
た
し

た
い
と
考
え
て
育
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
か

ら
昭
和
53
年
に
姉
が
勝
手
に
申
し
込
ん
だ

（
事
実
で
す
）
山
梨
県
庁
の
採
用
試
験
を

受
け
、
大
学
に
は
進
ま
ず
に
翌
54
年
４
月

に
入
庁
し
た
。
入
庁
後
は
サ
ッ
カ
ー
部
や

テ
ニ
ス
部
等
に
所
属
し
、
年
齢
の
枠
を
超

え
た
大
勢
の
友
人
に
も
恵
ま
れ
た
。
サ
ッ

カ
ー
部
で
は
茨
城
県
の
鹿
島
ス
タ
ジ
ア
ム

で
の
試
合
や
山
梨
県
と
姉
妹
都
市
協
定

を
締
結
し
て
い
る
韓
国
忠
清
北
道
へ
の

遠
征
、
テ
ニ
ス
部
で
は
秋
田
県
や
新
潟
県

等
で
開
催
さ
れ
た
全
国
大
会
へ
の
遠
征
が

思
い
出
深
い
。
一
方
、
仕
事
で
の
配
属
先

は
多
分
野
に
及
ん
だ
。
中
で
も
公
共
関
係

部
局
に
延
べ
11
年
、
課
長
も
務
め
延
べ
10

年
在
籍
し
た
市
町
村
課
が
属
す
る
総
務
部

に
13
年
と
長
期
間
在
籍
し
た
。
変
わ
り
種

と
し
て
は
、
市
町
村
課
長
の
前
に
森
林

環
境
部
の
部
付
主
幹
を
拝
命
し
、
環
境

整
備
事
業
団
に
派
遣
さ
れ
、
反
対
派
グ

ル
ー
プ
へ
の
対
応
や
漏
水
検
知
シ
ス
テ

ム
の
度
重
な
る
不
具
合
、
さ
ら
に
は
継

続
営
業
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
累
積
赤
字
が

膨
ら
む
と
い
う
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に

あ
っ
た
「
明
野
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分

場
」
の
所
長
を
２
年
間
務
め
た
。
結
果
的

に
当
時
の
「
横
内
正
明
知
事
」
の
判
断
で

閉
鎖
と
い
う
決
定
が
下
さ
れ
、
そ
の
作
業

に
も
追
わ
れ
た
慌
た
だ
し
い
２
年
間
で

あ
っ
た
。
技
術
職
で
な
く
一
般
行
政
事
務

職
の
私
に
と
っ
て
、
難
し
く
大
変
な
業
務

で
あ
っ
た
が
、
な
か
な
か
体
験
で
き
る
こ

と
で
は
な
く
、
今
で
は
良
い
経
験
で
あ
っ

た
と
思
え
て
い
る
。
２
年
経
過
し
派
遣
が

解
か
れ
、
市
町
村
課
長
を
拝
命
し
無
事

本
庁
へ
戻
る
こ
と
が
で
き
て
県
職
員
と

し
て
60
歳
の
定
年
退
職
ま
で
頑
張
る
決

意
で
い
た
矢
先
、
予
期
せ
ぬ
誘
い
が

あ
っ
た
。
県
庁
Ｏ
Ｂ
で
か
つ
て
の
私
の
上

司
で
身
延
町
長
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
「
望
月
仁
司
前
町
長
」
か
ら
、
55
歳
の

時
に
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
身
延
町
副
町
長

に
招
へ
い
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

本
県
で
は
本
庁
の
課
長
職
に
あ
る
者
が
町

村
の
副
町
村
長
に
派
遣
さ
れ
た
例
は
な

く
、
私
個
人
と
し
て
も
丁
寧
に
お
断
り
を

し
続
け
た
が
、
相
手
も
元
県
職
員
、
攻
め

方
を
熟
知
し
て
お
り
、
人
事
権
を
有
す
る

副
知
事
と
総
務
部
長
へ
直
訴
し
、
結
果
と

し
て
平
成
27
年
４
月
か
ら
２
年
間
の
約
束

で
身
延
町
副
町
長
を
拝
命
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
私
の
主
な
役
割
は
、
も
ち
ろ
ん

町
長
の
補
佐
役
で
あ
る
が
、
当
時
は
全
自

治
体
に
お
い
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
」
の
策
定
が
必
須
と
な
っ

て
お
り
、
担
当
課
の
職
員
と
と
も
に
時
に

は
夜
中
ま
で
議
論
を
交
わ
し
、
計
画
期

間
５
年
間
の
平
準
的
な
事
業
と
財
源
を

割
り
振
っ
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
ま
で

を
無
事
策
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
子
育

て
支
援
、
教
育
環
境
の
充
実
等
事
業
化
も

順
調
に
進
捗
し
て
い
た
。
平
成
28
年
度
に

入
り
、
県
庁
に
帰
る
日
を
指
折
り
数
え
て

い
た
と
こ
ろ
、
ま
た
も
や
前
町
長
か
ら
恐

ろ
し
い
さ
さ
や
き
が
聞
こ
え
た
。
そ
の
年

の
秋
に
執
行
さ
れ
る
町
長
選
挙
は
私
も
認

識
し
て
い
て
、
現
職
で
あ
っ
た
前
町
長
が

再
選
を
め
ざ
す
も
の
と
ば
か
り
決
め
つ
け

て
い
た
ら
「
副
町
長
、
今
秋
の
町
長
選
に

俺
は
出
馬
し
な
い
か
ら
、
お
前
が
出
ろ

よ
」、
県
庁
に
帰
る
梯
子
は
と
う
に
外
さ

れ
て
い
た
。
あ
れ
か
ら
９
年
、
奇
し
く
も

現
在
３
期
目
の
町
政
を
担
わ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
。

外
さ
れ
て
い
た
梯
子

望も
ち

月づ
き

　
幹み

き

也や

山
梨
県
身み

延の
ぶ

町
長
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